
10
月
９
日
に
閉
会
し
た
市
議
会

で
公
明
党
議
員
３
名
を
含
む
13
名

の
議
員
の
連
名
で
提
出
し
た
一
般

会
計
補
正
予
算
案
の
修
正
案
と
再

修
正
案
が
、
一
旦
は
賛
成
多
数
で

可
決
し
た
後
、
山
下
市
長
か
ら
の

再
議
（
意
味
別
掲
）
申
し
立
て
で

二
度
に
わ
た
り
否
決
さ
れ
る
と
い

う
事
態
が
発
生
し
ま
し
た
。

議
会
が
修
正
（
削
除
）
す
べ
き

と
判
断
し
た
予
算
は
、
ス
マ
ー
ト

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
奨
励
金
と
生

駒
駅
前
北
口
再
開
発
ビ
ル
へ
の
ア

ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
設
置
関
連
費
。

い
ず
れ
も
事
業
実
施
に
際
し
課
題

が
多
く
、
ま
た
、
仮
に
予
算
が
執

行
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
市
民
生

活
へ
の
影
響
は
限
定
的
な
た
め
、

市
に
対
し
、
再
考
す
べ
き
と
の
意

思
を
示
し
た
も
の
で
す
。

会
期
を
延
長
し
、
慎
重
な
審
査

に
付
さ
れ
た
修
正
案
は
、
議
長
も

加
わ
っ
て
の
採
決
の
結
果
、

賛
成
15
、
反
対
８
で
再
議
に

お
け
る
可
決
に
必
要
な
３
分

の
２
に
１
票
届
か
な
い
形
で

否
決
と
な
り
ま
し
た
。

市
長
は
再
修
正
案
（
二
回

目
）
の
再
議
の
際
「
政
治
は
妥
協

で
あ
る
」
と
の
持
論
を
述
べ
、
議

会
に
譲
歩
を
求
め
ま
し
た
。
し
か

し
、
僅
差
と
は
言
え
な
い
議
決
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
は
ま
っ
た

く
歩
み
寄
る
意
向
を
示
さ
ず
、

「
原
案
確
定
ま
で
何
度
で
も
再
議

を
繰
り
返
す
」
と
の
強
硬
な
姿
勢

を
崩
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

事
態
を
重
く
見
た
議
会
は
、
修

正
案
で
削
除
し
な
い
予
算
が
執
行

さ
れ
な
い
場
合
の
市
民
生
活
へ
の

影
響
の
大
き
さ
を
考
え
、
や
む
を

得
な
い
選
択
と
し
て
、
再
議
権
行

使
へ
の
抗
議
と
予
算
執
行
に
際
し

て
の
要
望
を
と
り
ま
と
め
た
付
帯

決
議
を
行
い
、
原
案
に
賛
成
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

市
長
は
議
会
の
意
思
を
「
政
局

目
当
て
の
予
算
修
正
権
の
濫
用
」

「
市
民
の
議
会
へ
の
信
頼
を
大
き

く
損
な
う
（
行
為
）
」
な
ど
と
決

め
つ
け
、
民
主
主
義
の
否
定
と
も

と
れ
る
か
つ
て
な
い
暴
挙
を
重
ね

ま
し
た
。
市
議
会
公
明
党
は
、
今

回
の
再
議
権
行
使
に
対
し
断
固
抗

議
し
ま
す
。
（
裏
面
に
関
連
記
事
）
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再来年６月の開設を

目指し、すでに建物工

事が始まっている市立

病院の指定管理者であ

る医療法人「徳洲会」

グループによる公職選

挙法違反事件が各メディ

アで報道されました。

（９月17日に東京地検

特捜部が徳洲会東京本

部及び徳洲会湘南鎌倉

総合病院など強制捜査）

そのため、議会は10月

２日、急きょ病院事業

特別委員会を開き、市

の今後の対応を質しま

した。

委員である成田とも

きの「指定管理者とし

ての信用を損ねる行為

ではないのか」との質

問に対し、市長は「指

定管理者の適格性は医

療行為についてのみ判

断するべきだ。有罪判

決がでれば遺憾だが、

現場の医療行為とは別」

との見解を示しました。

その後、委員間討議

を行い、成田ともきは

「公立施設の運営を担

う法人に法令順守と政

治的中立性、公正性が

求められるのは当然。

公選法違反が事実であ

れば、締結済みの協定

書38条の指定の取消し

事由（信用失墜行為）

に当たる」と意見を述

べました。

市民が安心して利用

できる病院開設に向け、

今後の捜査の進展を注

視しつつ、最善を尽く

してまいります。

市
政
初
の
再
議
権
行
使

強
権
的
な
市
政
運
営
に
懸
念

生
駒
市
長

議
会
の
議
決
尊
重
せ
ず

病 院 事 業 に も 暗 雲

成田ともきニュース

【再議】とは？
首長は議会が可決した議案に

異議があれば、10日以内に審

議をやり直す「再議」を求め

ることができる。（地方自治

法176条）再議後、再び同じ

議案を可決させるためには、

出席議員の3分の2以上の賛成

が必要で、再議前の過半数よ

りもハードルが高くなる。

徳
洲
会
を
東
京
地
検
特
捜
部
が
強
制
捜
査
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国
的
に
空
き
家
が
地
域

の
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
昨
年
の
調
査
で
は
市
内

に
は
老
朽
空
き
家
が
82
軒
あ

り
、
そ
の
う
ち
倒
壊
の
危
険

が
あ
る
も
の
は
７
軒
。
対
策

が
急
が
れ
て
い
ま
す
。

本
年
７
月
、
「
生
駒
市
空

き
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す

る
条
例
」
が
施
行
さ
れ
、
危

険
な
状
態
と
認
め
ら
れ
た
空

き
家
の
所
有
者
に
対
し
て
必

要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
、

市
が
指
導
勧
告
、
命
令
及
び

行
政
代
執
行
で
き
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
市
民
か
ら
も

危
険
空
き
家
の
撤
去
等
が
迅

速
に
進
む
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。
施
行
後
の
状
況

及
び
市
の
空
き
家
対
策
の
取

組
み
に
つ
い
て
質
し
ま
し
た
。

条
例
の
規
定
に
よ
る

解
体
補
助
金
を
利
用
し

て
の
解
体
に
着
手
済
み
が
１

軒
、
解
体
を
せ
ず
に
リ
フ
ォ
ー

ム
に
よ
る
対
応
が
１
軒
、
文

書
に
よ
る
指
導
や
所
有
者
特

定
の
作
業
中
が
５
軒
と
い
う

状
況
で
あ
る
。

国
や
県
の
動
向
を
見

な
が
ら
、
空
き
家
も
含

め
た
中
古
住
宅
の
活
用
促
進

策
や
リ
フ
ォ
ー
ム
誘
導
策
を

検
討
し
て
い
る
。

解
体
後
数
年
間
に
わ

た
る
固
定
資
産
税
の
減

免
に
よ
る
危
険
空
き
家
の
除

去
促
進
策
に
つ
い
て
は
検
討

し
て
い
る
。
新
婚
世
帯
へ
の

家
賃
補
助
、
転
入
者
へ
の
特

典
付
与
は
、
本
市
は
現
在
、

人
口
増
で
推
移
し
て
お
り
、

大
和
郡
山
市
で
導
入
が
検
討

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
施
策
を

導
入
す
る
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
。
ま
た
、
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
の
特
例
解
除

（
税
制
強
化
）
に
つ
い
て
も

検
討
し
て
い
な
い
。
現
在
、

介
護
保
険
に
よ
る
住
宅
改
修
、

福
祉
用
具
購
入
費
は
償
還
払

い
（
一
時
立
替
え
払
い
）
と

し
て
い
る
が
、
利
用
者
の
負

担
軽
減
の
観
点
か
ら
、
今
後
、

受
領
委
任
払
い
の
導
入
も
検

討
し
た
い
。

本
市
の
試
算
は
こ
れ

か
ら
だ
が
、
す
で
に
効

果
試
算
済
み
の
奈
良
県
及
び

県
内
の
自
治
体
で
は
、
橋
の

架
替
え
を
予
防
保
全
に
よ
る

長
寿
命
化
に
転
換
す
る
こ
と

に
よ
り
、
今
後
50
年
間
で
６

割
以
上
の
削
減
効
果
が
見
込

ま
れ
て
い
る
。

空
き
家
条
例
施
行

後
、
倒
壊
の
恐
れ
の

あ
る
危
険
な
老
朽
空
き
家

へ
の
対
応
は
進
展
し
て
い

る
の
か
。

空
き
家
対
策
は
解

体
撤

去
だ
け
で

は

な
い
。
使
用
可
能
な
空
き

家
の
再
生
や
利
活
用
促
進

策
及
び
改
修
費
の
補
助
な

ど
は
検
討
し
て
い
る
の
か
。

2013年（平成25年）秋 成田ともきニュース

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

成田ともきホームページはこちらから

道
路
橋
の
老
朽
化
対
策

予
防
保
全
に
つ
い
て

成田ともき

①空き家対策について

②道路橋の老朽化対策

予防保全について

自
由
自
在

再
議
理
由
に
つ
い
て
市
長
曰
く
▼

「
地
方
自
治
法
に
よ
り
市
長
に
認
め

ら
れ
た
正
当
な
権
利
で
あ
る
再
議
権

を
市
長
が
行
使
せ
ず
と
も
済
む
よ
う

に
、
市
の
最
終
意
思
決
定
機
関
で
あ

る
市
議
会
が
そ
の
権
限
と
権
威
に
ふ

さ
わ
し
い
行
動
を
と
っ
て
い
た
だ
き

た
い
」
？
？
▼
議
会
に
対
し
、
行
政

を
監
視
す
る
責
務
と
役
割
を
放
棄
せ

よ
と
し
か
解
せ
な
い
放
言
。
見
過
ご

す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

（
智
）

平成25年９月議会

一 般 質 問
（要旨、詳細は会議録をご覧ください）

解
体
撤
去
を
促
進

す

る
た
め

の
税
制

面
で
の
優
遇
及
び
強
化
、

空
き
家
発
生
防
止
の
た
め

の
転
入
者
へ
の
特
典
の
付

与
や
介
護
保
険
に
よ
る
住

宅
改
修
費
や
福
祉
用
具
購

入
費

の
受
領
委

任
払
い

（
一
時
立
替
え
払
い
が
不

要
と
な
る
）
制
度
の
導
入

な
ど
の
施
策
は
検
討
し
て

い
る
の
か
。

事
後
保
全
を
予
防

保
全

へ
と
転

換
し

た
場
合
の
コ
ス
ト
削
減
効

果
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

市 民 懇 談 会

― 生 駒 市 議 会 主催 ―

10時～
北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

ISTAはばたき

14時～ 市役所４階会議室

10時～ 市役所４階会議室

14時～
南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

せせらぎ

平成25年11月23日（土・祝）

平成25年11月24日（日）

議
会
改
革
情
報

今
年
は
11
月
に
開
催
し
ま
す

テーマ：議会基本条例について 他（予定）

▽
家
庭
用
燃
料
電
池
設
置
補
助
金

▽
保
育
士
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事
業
補
助
金

▽
学
校
施
設
老
朽
化
対
策
先
導
事
業
（
桜
ヶ
丘
小
）

▽
市
営
自
動
車
駐
車
場
照
明
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

◆
９
月
議
会
で
成
立
し
た
補
正
予
算
（
抜
粋
）


